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附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、報奨金計算額の加算の基準その他の作業報奨金の支給等

を適正に行うため必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この訓令において使用する用語は、刑事収容施設及び被収容者等の処

遇に関する法律（平成１７年法律第５０号。以下「法」という。）において

使用する用語の例による。 

第２章 作業等工 

（作業等工） 

第３条 刑事施設の長は、作業を行わせる受刑者及び労役場留置者（以下「就

業者」という。）ごとに、作業等工（以下「等工」という。）を指定するもの

とする。 

２ 一人の就業者について、受刑者等の作業に関する訓令（平成１８年法務省

矯成訓第３３２７号大臣訓令）第３条第３項に規定する職種（以下「職種」

という。）が異なる複数の作業を行わせる場合には、主たる職種を基準とし

て等工を指定するものとする。 

３ 等工は、１等工から１０等工までに区分する。 



４ 報奨金計算額の加算の基準となる就業時間（受刑者が作業を行った時間を

いう。以下同じ。）１時間当たりの金額（以下「基準額」という。）は、別表

１のとおりとする。 

（新たに作業を行う受刑者の等工の指定） 

第４条 刑の執行開始後初めて作業を行わせる受刑者の等工は、１０等工とす

る。 

（昇等） 

第５条 刑事施設の長は、就業者について、作業の種類及び内容、作業を行っ

ている期間、当該作業に要する知識及び技能の程度、作業成績並びに就業態

度を考慮し、適当と認めるときは、直近上位の等工に昇等させるものとする。 

２ 刑事施設の長は、矯正局長が定める基準に従い、作業に要する知識及び技

能の程度を考慮して、当該作業における等工の昇等の限度を定めることがで

きる。 

（降等） 

第６条 刑事施設の長は、就業者について、作業成績が不良であると認めると

きは、いつでも直近下位の等工に降等させることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、刑事施設の長は、作業成績が著しく不良な就業

者について、いつでも相当の等工に降等させることができる。 

（等工の調整） 

第７条 他の職種に転業（作業を変更することをいう。以下同じ。）させた就

業者の等工は、１０等工とする。ただし、刑事施設の長は、就業者が次の各

号のいずれかに当たるときは、その者について、相当と認める等工に指定す

ることができる。 

 ⑴ 従前の知識及び技能並びに作業成績を参酌してより上位の等工に指定す

ることが相当と認められるとき。 

 ⑵ 社会貢献作業又は自営作業に転業させたとき。 

 ⑶ 職業訓練を開始したとき又は職業訓練から生産作業に転業させたとき。 

 ⑷ 刑事施設の管理運営上の理由により、他の職種に転業させたとき。 

２ 刑事施設の長は、他の刑事施設から移送された受刑者が作業に就く場合に

は、移送前の等工を考慮の上、新たに当該刑事施設における等工を指定する

ものとする。 

３ 国際捜査共助等に関する法律（昭和５５年法律第６９号）第１条第４号に

規定する受刑者証人移送（以下この項において「移送」という。）の期間の

満了により収容した受刑者の等工は、移送前と同一職種の作業を行わせる場

合に限り、移送前と同一の等工とする。 



第３章 報奨金計算額の加算 

（報奨金計算額の加算） 

第８条 法第９８条第２項（法第２８８条において準用する場合を含む。）の

規定により報奨金計算額に加算する金額（以下「加算月額」という。）は、

次条に規定する基本月額に第１０条から第１４条までに規定する加算額及び

減算額をそれぞれ加算し、又は減算した金額とする。 

２ 加算月額に１円未満の端数が生じた場合には、５０銭未満の端数は、これ

を切り捨て、５０銭以上１円未満の端数は、１円として計算する。 

（基本月額） 

第９条 基本月額は、就業者について、その月の前月（釈放の日の属する月に

あってはその月）における就業時間に基準額を乗じて得た金額とする。 

２ １日の就業時間の単位は１０分間とし、１０分未満の端数が生じた場合に

は、これを４捨５入して計算する。 

３ １月の就業時間の単位は１時間とし、１時間未満の端数が生じた場合には、

３０分未満の時間は、これを切り捨て、３０分以上６０分未満の時間は、こ

れを１時間として計算する。 

（作業の種類による加算） 

第１０条 刑事施設の長は、次の各号のいずれかに該当する作業を行わせる場

合には、その就業者について、それぞれ基本月額の１００分の１００を超え

ない金額を加算することができる。 

 ⑴ 外部通勤作業 

 ⑵ 外部通勤作業以外の刑事施設の外塀の外における作業 

 ⑶ 著しく危険を伴う作業 

 ⑷ 特殊な作業 

（時間外作業等による加算） 

第１１条 刑事施設の長は、就業者に次の各号に掲げる作業を行わせた場合に

は、その者について、それぞれ当該各号に定める時間に基準額の１００分の

２５を乗じた金額を加算することができる。 

 ⑴ １日につき８時間を超える作業（次号及び第３号に掲げる作業を除く。） 

その８時間を超える時間 

 ⑵ 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則（平成１８年法務省令第５７

号。以下「規則」という。）第１９条第２項各号に掲げる日に行わせる作

業（連日作業を除く。） その作業を行わせた時間（規則第４６条第３項

の規定により、その日から１月以内の規則第１９条第２項各号に掲げる日

以外の日を作業を行わない日と定めた場合は、その８時間を超える時間） 



 ⑶ 規則第１９条第２項各号に掲げる日に行わせる連日作業 その作業を行

わせた時間（その日から１月以内の規則第１９条第２項各号に掲げる日以

外の日を作業を行わない日又は６時間未満の作業を行う日と定めた場合は、

その８時間を超える時間） 

 ⑷ 前号の場合において６時間未満の作業を行う日と定めた日に行わせる作

業 その作業を行わせた時間 

 ⑸ 午後１０時から午前５時までの間において行わせた作業 その時間帯に

おける作業を行わせた時間 

（作業成績による加算及び減算） 

第１２条 刑事施設の長は、作業成績が良好と認められる就業者について、そ

の成績に応じて、基本月額の１００分の７０を超えない金額を加算すること

ができる。 

２ 刑事施設の長は、正当な理由なく作業成績が不良な就業者について、その

成績に応じて、基本月額の１００分の５０を超えない金額を減算することが

できる。 

（就業態度による加算） 

第１３条 刑事施設の長は、就業態度が良好と認められる就業者について、そ

の態度に応じて、基本月額の１００分の３０を超えない金額を加算すること

ができる。 

（創意工夫による加算） 

第１４条 刑事施設の長は、創意工夫による作業への貢献が認められる就業者

について、その貢献の程度に応じて、３，０００円を超えない金額を加算す

ることができる。 

第４章 補則 

（作業審査会） 

第１５条 刑事施設の長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらか

じめ、次項に定める者を構成員とする作業審査会を開催し、その意見を聴く

ものとする。 

 ⑴ 就業者の等工を指定し、昇等し、又は降等するとき（第４条による指定

の場合を除く。）。 

 ⑵ 第１０条から第１４条までの規定による加算額又は減算額を決するとき。 

２ 作業審査会は、作業を所管する首席矯正処遇官、統括矯正処遇官及び刑事

施設の長が指名する職員をもって構成する。 

３ 作業審査会の議長は、作業を所管する首席矯正処遇官とする。 

４ 作業審査会は、毎月１回以上開催するものとする。 



（釈放前における支給） 

第１６条 刑事施設の長は、報奨金計算額を有する受刑者又は労役場留置者が、

法第９８条第４項（法第２８８条において準用する場合を含む。）の規定に

より作業報奨金の支給を受けたい旨の申出を行う場合には、その理由及び金

額を記載した書面の提出を求めるものとする。 

（報奨金計算額基帳） 

第１７条 刑事施設の長は、別表２の報奨金計算額基帳に、就業者ごとの加算

月額及び報奨金計算額を記録するものとする。 

２ 刑事施設の長は、報奨金計算額を有する受刑者を他の刑事施設に移送する

場合には、移送先の刑事施設の長に対し、その受刑者の報奨金計算額を通知

するものとする。 

附 則 

１ この訓令は、既決法の施行の日（平成１８年５月２４日）から施行する。 

２ 受刑者等に係る作業賞与金計算規程（平成１８年法務省矯成訓第２８２２

号大臣訓令）は、廃止する。 

３ この訓令の施行の際、現に刑事施設に収容されている受刑者については、

前項の規定により廃止された受刑者等に係る作業賞与金計算規程の規定によ

り決定された作業等工は、この訓令により決定された作業等工とみなす。 

附 則〔平成１９年法務省矯成訓第２０５９号大臣訓令〕 

この訓令は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則〔平成１９年法務省矯成訓第３３６１号大臣訓令〕 

この訓令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法

律（平成１８年法律第５８号）の施行の日（平成１９年６月１日）から施行す

る。 

附 則〔平成２０年法務省矯成訓第２１１５号大臣訓令〕 

この訓令は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則〔平成２１年法務省矯成訓第１４４７号大臣訓令〕 

この訓令は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則〔平成２２年法務省矯成訓第１３７６号大臣訓令〕 

この訓令は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則〔平成２３年法務省矯成訓第１７９１号大臣訓令〕 

この訓令は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則〔平成２３年法務省矯成訓第３４０６号大臣訓令〕 

この訓令は、平成２３年６月１０日から施行する。 

附 則〔平成２４年法務省矯成訓第１号大臣訓令〕 



この訓令は、平成２４年４月６日から施行し、改正後の作業報奨金に関する

訓令の規定は、同年４月１日から適用する。 

附 則〔平成２７年法務省矯成訓第５号大臣訓令〕 

この訓令は、平成２７年４月１０日から施行し、この訓令による改正後の作

業報奨金に関する訓令の規定は、同年４月１日から適用する。 

  附 則〔令和３年法務省矯成訓第１号大臣訓令〕 

１ この訓令は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この訓令の施行の際現に存するこの訓令による改正前の様式の用紙につい

ては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

附 則〔令和５年法務省矯成訓第１号大臣訓令〕 

 この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 

 



 

別表１（第３条関係）作業報奨金基準額表 

等工 １等工 ２等工 ３等工 ４等工 ５等工 ６等工 ７等工 ８等工 ９等工 10等工 

 

基準額 

円 銭 

56.00 

円 銭 

44.20 

円 銭 

35.70 

円 銭 

29.50 

円 銭 

23.70 

円 銭 

21.10 

円 銭 

16.40 

円 銭 

13.00 

円 銭 

10.00 

円 銭 

7.80 

  



 

別表２（第１７条関係）作業報奨金計算額基帳 

作 業 報 奨 金 計 算 額 基 帳 

 （番号 氏名 ） 

年 月 日 摘                  要 受 払 残 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 （番号 氏名 ） 


